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法令データのベースレジストリ（デジタル正本）の提供
体制確立に向けて

論点

○同一の法令データベース上で完結する法制事務の実現（人手によるデータ変換を最小化する

ことで、常に公布と同時に法令データを更新）

○国民が使いやすいデータ形式・内容で法令データを提供

目標

国のインフラである法令等のデジタル正本（最新版の公式法令データベース）が常に参照できる

環境の早期実現

法令データ更新の流れ（現在） 法令データ更新のあり方（将来像）

※法令案作成・審査～公布・施行までの間は法令データベース外で作業等が行
われており、法令データベースへの反映のための溶込せ（手間）が不可避 2



論点① 人手によるデータ変換の最小化

＜検討の方向性＞
◆官報のデジタル化とあわせ、官報の法令に係るデータ形式をe-LAWSの法令データと

構造化データで統一（データ形式は要検討）
◆改正後データの直接編集及び改正法案の自動作成を実現するためのデータ構造・

XMLエディタに関する政省令レベルでのPoC（概念実証）を実施

法令データ作成プロセスにおいて、人手によるデータ変換を最小化することで、常に公
布と同時に法令データを更新できないか。

○法令データ作成プロセスにおいては、タイムラグやミスを防ぐ観点からも、可能な限り人手によ
るデータ変換が介在しない方が望ましいが、現状では、法制執務業務支援システム（e-LAWS）
の法令データ作成までに、公布法令（XML）、溶込条文（XML）、官報組版用データと、最低三
回の人手によるデータ作成・変換が必要。

○人手によるデータ変換を最小化する観点から、
・官報組版用データはe-LAWSの法令データと構造化データで統一できないか
・改正法案の自動作成（自動で改正内容を溶け込ませ、又は改正後の条文から改正法案の案文を
自動生成）ができないか ※自動化できない部分については補助的に人的作業を行う

・立案担当者が成立・改正後の条文データを直接編集する形で作業できないか
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論点② 国民が使いやすい形式・内容の法令データ提供

＜検討の方向性＞
◆改正後データの直接編集及び改正法案の自動作成を実現するためのデータ構造・

XMLエディタに関する政省令レベルでのPoC（概念実証）を実施（再掲）
◆将来におけるRule as Code（機械判読可能なルールの自動執行）の実現も見据えた

デジタル官報／e-LAWSのデータ形式のあり方の検討

将来におけるRule as Code（機械判読可能なルールの自動執行）の実現も見据えると、
法令データは、人間、機械のそれぞれにとって可読性の高いデータ形式で公表されるべ
き。そのための最適な法令データの持ち方、改正手法はどのようなものか。

○現行の「改め文」形式が適切に表現・処理できている情報は維持※しつつ、読み手のわかりやす
さ、作成の容易さといった観点から改正手法の改善を検討できないか。そのためにもPoCの実施
が必要ではないか。
※例えば、割り込み施行・複数法令の同時改正等の複雑な状況・時系列の処理はアノテーションとして含める等

○同時に、将来におけるRule as Code（機械判読可能なルールの自動執行）の実現、官民の役割分
担も見据え、デジタル官報／e-LAWSのデータ形式のあり方も更に検討できないか。

○既存のXML規格等との互換性確保や、人間とコンピュータの役割分担の最適化を通じ全体の作業
負荷を低減しながら職員の法案立案能力を維持向上にも留意・工夫が望ましい。
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PoCで検証すべき事項（案）
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PoCの目標
政省令レベルで、「改正後の条文データの直接編集」～「構造化データによる公布」～「法令
データベースの即時更新」までの一連の流れを実証

PoC実施のための検討事項
○法制執務調査
条文データや改正法案の構造化データフォーマットに関連付けるアノテーション情報の整理

割り込み施行・複数法令の同時改正等の複雑な状況・時系列の改正
施行日・経過規定等につき単なる差分を超えて複雑な条件を改め文に保持しているパターン 等の整理

○条文データ・改正法案データのフォーマット検討
上記の条件を踏まえた構造化データとしてのアノテーション情報の持ち方の検討

条文データ上の施行日、附則、定義語、委任関係、横書きへの移行、条文の形式、準用条文、別表等の扱い
アノテーション情報を含めて適切に処理できるデータの持ち方（XML定義の拡張、法令DBの検討）
⇒ データの持ち方については国民が使いやすいデータ形式・内容の法令データを提供する観点から、

望ましい官民分担とAPI設計のあり方についても検討
改正法案の自動作成について技術的難易度が高い部分の評価

○条文エディタの開発
改正後の条文データの直接編集及び改正法案の自動作成を行うエディタの検討

わかりやすさと必要な内容の表現を同時に達成する方法についても要検討

○官報フォーマットとの連携検討
官報公布工程との、構造化データによる法令データ共通化の検討



工程表（案）
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R4年度 R5年度 R6年度

法制執務調査

データ構造検討

エディタ開発

その他

●諸外国法制事務調査

●改正手法等の整理検討

●XML定義拡張検討

●エディタに具備すべき要件の検討

●国立印刷局官報システムとのデータ共通化検討（公布までデータで一貫）

●政省令レベルで案文作成～入稿～公布までの
流れを実証実験

●条項単位DB化実装

●アノテーション情報構造化の検討

●アノテーション情報に対応するDB改修

PoCの前提となる要件定義、技術検討

エディタの開発、実証実験

・デジタル庁を中心に、関係機関の協力や外部有識者の知見

も得ながら、アジャイルなプロセスでPoC全体を実施。

・法制執務調査、データ構造検討とエディタ開発とは、

複数回の反復プロセスを想定。

●実証実験のためのプロトタイプ機能実装



• 改正（法）が定めるものには、変更後の文面だけでなく、その変化の仕方が含
まれる。

• それらをエディタ上で編集し、なおかつその結果を改め文に自動変換するには、
「変化の内容と仕方」を正規化するためのプロトコルが必要になる。

• 改正法の内容とは、条文文字列を処理するプログラムであるとすれば、法令エ
ディタとはIDE（統合開発環境）的なものであるはず。

• 条文内容とその変化の条件の指定 → ソースエディター

• 条文の静的/ 動的なチェックとプレビュー → デバッガー

• 改め文の生成 → コンパイラー

• 改正というものが変化の仕方を含むなら、そのロジックが記されているのは改
め文なので、改正の作成はすなわち改め文の作成である。しかし作業者にとっ
ては変更後の条文（溶け込み文）を作文することの方がわかりやすい。改め文
の作成と溶け込み文の作文をひとつの行為の中に表現することが望ましい。

• そこで、エディタにおいては変化後の文面と変化のロジックを同時に指定する
ためのDSL（ドメイン固有言語）的なものが必要になる（汎用的なプログラミ
ング言語や正規表現は習得が難しいため）。

• 変更箇所と変更後の文面を個別に管理するための機能（e.g. Google Docs の
"Suggest edits"）や、誰でも変更条件を組めるようなビジュアルプログラミン
グに近いUI があるとよいのではないか。（e.g. Scratch）

• また、文面を編集するという作業の性質上、文面そのものにインラインでロ
ジックを加えていくような、いわゆる宣言型の考え方ができるとよいのではな
いか。（e.g. SwiftUI）

参考：改正後条文の編集エディタ（イメージ）
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• 改正後の条文を編集しつつ、複雑な条件もアノテーション情報として編集・保持可能なUIを持つ。

参考：改正後条文の編集エディタ（イメージ）
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• 改正の条件を反映した条文（ないし改め文）を自動生成し、案文作成～公布までの流れを、

データで一貫させるためのUIを持つ。

参考：改正後条文の編集エディタ（イメージ）



法律案文
（ワープロファイル）

e-LAWS

印刷局

法務省

一般系編集システム 官報システム

公布法令
（XML）

溶込条文
（XML）

官報

官報公布
（紙・HTML）

修正情報
（朱書き）

法令DB 法令DB

法令番号・法律
の修正内容反映、
政令以下作成

法令DB

格納
※法律
（修正無）

格納
※法律（修正あり）、
政令以下

論点①人手によるデータ変換が
介在しない方が望ましい

公布後速やか
に溶込条文
データ公開

e-LAWSデータ作成の流れ（R4年度～）

公布と同日
に溶込条文
データ公開

法令DB

→公布された官報も参照しながら確認

政令以下案文
（ワープロファイル）

官報（組版用データ）

各府省

公布法令
（XML）

公布法令
（XML）

溶込条文（XML）

公布法令
（XML）

溶込条文作成

溶込条文作成
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論点②自動で改め文を溶け込ま
せられないか

論点④そもそも、元から改正後
の条文そのものを書けば良いの
ではないか

論点③改正後の条文から改め文
を自動生成すれば良いのではな
いか

人手によるデータ変換

人手によるデータ変換

人手によるデータ作成

第3回資料
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論点①人手によるデータ変換が介在しない方が望ましい

←現状、正本はあくまで紙で公布される官報

○官報のデジタル化に際しては、官報の法令に係るデータ形式をe-LAWSの法令データと構造化データで統一を目
指してはどうか。

○そのためには、R4からのデータ整備運用の状況も踏まえて、データ共通化の可能性を検討してはどうか。

法令データの更新から逆算した法制事務の再設計についての論点

論点②自動で改め文を溶け込ませられないか

論点③改正後の条文から改め文を自動生成すれば良いのではないか

←改め文の表記や論理構造には、自動化が難しい複雑なパターン等が存在

〇自動化等のデジタル化の実現には、既存の改正手法（改め方）を整理し、改正手法の統一が必要。

〇そのためには、既存の改正手法に関するルール等の実態調査と、それらのルール等を実現する改正手法の検討
が必要ではないか。

論点④そもそも、元から改正後の条文そのものを書けば良いのではないか

←現状、一部改正の場合は、改め文自体が法令（法律の場合、審議及び公布の対象は改め文）

〇必要な改正を実現できるエディタの構想・開発が必要。

〇そのためには、改正手法の統一とともに、機能要件を明確化することが必要なため、単純な改正などをサンプ
ルとしたPoCを実施する等の検討がありうるか。

第3回資料



法令データの更新までの流れ（概要）
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e-LAWS 法令データベース

法案作成・審査

現行条文の確認、
用例検索等に活用

法令審査

官報公布

印刷局に
入稿

成立・決定 公布・施行

法令データの公表

法令検索

インターネットを
通じて国民に提供

公布法令の
「溶け込ませ」

改正法（改め文）
改正後の条文
（溶け込み文）
を入力

改め文
（紙）

改め文
（紙面組版用
データ）

改め文
（紙）

e-LAWS

（ワープロ
ファイル）

第２回資料
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e-LAWSの法令データの整備、機能向上に向けた取組状況
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令和３年12月
デジタル庁統括官
総務省行政管理局
法務省大臣官房司法法制部

１．当面の取組事項（法令データの整備）について

① 正確かつ信頼性の高い法令データの整備

・ 次期通常国会における法案提出での活用を図るため、法律・政令について、e-LAWSとぎょうせいデータとの突合を実施し、相違ある部分は
官報に準拠した内容とした。

・ 府省令・規則については、法律・政令と同様の作業を年度内に完了する予定。

・ 今後の新たな改正については、令和４年３月末までは、引き続き、法務省とデジタル庁が連携してぎょうせいデータとの突合を行い、また、
４年４月以降は法務省において官報原稿に基づく整備を行い、データの信頼性を担保。

② データ更新業務フローの見直し

・ 官報公布後速やかにe-LAWSに溶け込み条文を掲載するため、法令データ更新に資する官報公布形式法令（改め文等）のデータ作成を国立印
刷局が、溶け込み法令形式のデータ作成を法務省が各府省や法令の専門業者の協力を得て行うよう調整中。

・ 法務省及び国立印刷局において今年度中に試行し、４年度から本格運用を開始する予定。現在、実施に向けた業務フロー等の調整を、デジタ
ル庁、総務省、法務省及び国立印刷局が連携して実施中。

２．中期的な取組事項（法制執務全体の業務フローの検証、e-LAWSの機能向上等）について

・ 法制執務の合理化・効率化や法案作成作業の負担軽減を図る観点から、法制執務全体の業務フローの在り方について検証を行った上で、法制
執務の業務・システムの見直しを実施。

→ デジタル庁及び総務省が、関係府省と連携しつつ、諸外国の情勢も踏まえながら検討を行い、必要な見直しを実施する予定。

第２回資料



法律案文
（ワープロファイル）

e-LAWS

印刷局

法務省

一般系編集システム 官報システム

公布法令
（XML）

溶込条文
（XML）

官報

官報公布
（紙・HTML）

修正情報
（朱書き）

法令DB 法令DB

法令番号・法律
の修正内容反映、
政令以下作成

法令DB

格納
※法律
（修正無）

格納
※法律（修正あり）、
政令以下

国会提出用法案校了データ
からe-LAWS用の公布法令
（改め文）XMLデータ作成

修正を反映した法律と、
政令以下の公布法令（改
め文）XMLデータ作成

公布後速やか
に溶込条文
データ公開

e-LAWSデータ作成の流れ（R4年度～）

公布と同日
に溶込条文
データ公開

法令DB

→公布された官報も参照しながら確認

政令以下案文
（ワープロファイル）

官報（組版用データ）

各府省

公布法令
（XML）

公布法令
（XML）

溶込条文（XML）

公布法令
（XML）

溶込条文作成

溶込条文作成
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中期的な取組事項（法制執務全体の業務フローの検証）について
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• 法制執務の業務フローの見直しにあたっては、下記のような、
法令データ利活用の利便性向上を目的とすることが重要 。
• 法令データベース更新（溶け込み条文データ公開）の迅速化

• 法令条文の意味的情報の充実、及び法令関連文書等との連携の充実

• 上記の観点も踏まえ、令和4年度には、総務省行政管理局等関
係機関の協力も得て、下記の取組を実施予定。
• ユーザニーズの把握

• 法令データベース更新状況を踏まえての迅速化の検討

• 法令データベースの高度化（条単位DB化）

• 各府省における法制執務の実態調査

→ デジタル化に適合的な法制執務のあり方の検討

第２回資料

15


